
■広告媒体
福祉バス1台（23人乗り車椅子対応車輌、令和6年2月購入）

■広告の掲出範囲
一部条件のもと、広告申込者が希望する範囲

■広告掲出期間
令和8年度～令和10年度（3年間）※車輌の現状回復期間を含む

■広告掲出料（千円単位）
3年総額 36万円以上（年額12万円以上が最低金額）※税別
※広告作成等にかかる費用は掲出者負担。

■広告掲出者の選定
広告内容が適しており、広告掲出料が最高額の1団体

■申込締切
令和8年1月30日（金）必着

■その他
募集の内容や申込方法等については、市ホームページに記載している要綱及び
要領等をご確認ください。

問い合わせ・申込み先

鶴岡市福祉課地域福祉係

鶴岡市馬場町9-25 

電話 0235-35-1252（直通）

E-mail fukushi@city.tsuruoka.yamagata.jp

福祉関係団体等が福祉に関する活動や研修等を行う際、地域福祉活動の増進を目的に、市が無料で運行するバス。
・運行区域 県内（11月～3月は庄内地域のみ） ・R6運行割合 市内67％、庄内地域20％、県内13％
・R6平均乗車人数 15.8人（1日1団体が利用） ・運休日 定期点検日、11月～3月の土日祝、12/29-1/3

令和８年度
鶴岡市福祉バス
有料広告の募集

申込締切
1/30（金）

福祉バスとは

利用団体（R6） 割合

学区・地区社会福祉協議会、自治会等 56％

障害者団体・障害児者事業所 20％

その他（老人クラブ、民生委員、福祉
団体等）

24％

利用目的（R6） 割合

福祉事業（高齢者の会食、障害児者の社会参加、
敬老会、児童館事業等）

70％

視察研修 12％

その他（高齢者スポーツ、各種大会参加、研修
会等）

18％

掲出料 3年総額36万円以上

年度 運行回数 乗車人数 走行距離

R6 126回 2,000人 8,900㎞

R8見込 200回 3,160人 14,000㎞
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